
新型コロナウイルスによる風ぐるま事業への影響 

                    

１．感染拡大期の対応 

 

（１）運行休止 

 

4月 7日 緊急事態宣言  

 

4月 29日 感染者数の増加、区立施設の休館、外出自粛要請による利用者減少に伴い、

日曜・休日の運行を休止 

 

5月 25日 緊急事態解除宣言  

 

6月 14日 日曜・休日の運行休止を終了 

 

※ 4月 29日（祝）から６月 14日(日)までの日曜・休日（平日を除く計 11日間） 

以後の運行休止措置なし 

 

（２）感染拡大防止対策 

 

・感染拡大防止協力ポスターの掲示と車内アナウンスの実施 

・手指消毒液の設置 

・車内換気の実施 

・乗客へのマスク配布 

・運転席への飛沫防止シート設置 

 

 

２．運行実績（令和２年１月～９月） 

 

詳細は別紙のとおり 

 

※ 影響を受けた 3月～9月 約 2,800,000円の収入減 前年比 43％減 

 

資料３ 


